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第
十
四
条
第
二
項
中
「
、
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
（
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）」
を
削
り
、「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」

に
、「
同
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
、
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
（
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）」
を
削
り
、「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
三
条
の
三

第
一
項
第
四
号
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
七
条
の
二
、
第
四
十
七
条
の
三
」
を
加
え
る
。

第
七
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
章

削
除

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
特
許
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
に
、「
様
式
第
六

十
一
の
五
」
を
「
様
式
第
六
十
一
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
百
三
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百

三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

特
許
法
第
百
三
十
四
条
の
二
第
三
項
、
第
百
五
十
条
第
五
項
又
は
第
百
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見

の
申
立
て
を
書
面
で
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
六
十
三
の
三
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
許
法
第
百
六
十
五
条
の
意
見
書
は
、
様
式
第
六
十
三
の
三
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
そ
の
他
の
答
弁
書
の
提
出
等
）

第
四
十
七
条
の
二

審
判
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
請
求
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
示
し
て
、

答
弁
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
答
弁
書
は
、
様
式
第
六
十
三
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
弁
駁ば
く

書
の
提
出
等
）

第
四
十
七
条
の
三

審
判
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
請
求
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
示
し
て
、
弁

駁ば
く

書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
弁
駁ば
く

書
は
、
様
式
第
六
十
三
の
四
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
請
求
人
の
同
意
の
確
認
）

第
四
十
七
条
の
四

審
判
長
は
、
特
許
法
第
百
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
同
意
を
確
認
す
る
と
き
は
、
同
項

の
補
正
に
係
る
手
続
補
正
書
の
副
本
を
被
請
求
人
に
送
達
し
、
相
当
の
期
間
を
示
し
て
、
同
意
回
答
書
の
提
出
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
口
頭
審
理
に
お
い
て
同
意
の
確
認
を
す
る
場
合
は
、
被
請
求
人
に
対
し
口

頭
に
よ
る
回
答
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
同
意
回
答
書
は
、
様
式
第
六
十
三
の
五
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
頭
審
理
に
お
け
る
審
尋
）

第
五
十
二
条
の
二

審
判
長
は
、
口
頭
審
理
に
お
い
て
、
事
件
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
事
実
上
及
び
法
律
上

の
事
項
に
関
し
、
当
事
者
又
は
参
加
人
に
対
し
て
問
い
を
発
し
、
又
は
立
証
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

陪
席
審
判
官
は
、
審
判
長
に
告
げ
て
、
前
項
に
規
定
す
る
処
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
十

七
第
二
項
、
第
六
十
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
六
十
一
条
の
十
一
第
三
項
並
び
に
第
六
十
二
条
第
二
項
中
「
特
許

法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
の
備
考
５
中「

、
特
許
異
議
」

を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
６
中「

、
特
許
異
議
に
係
属
中
の
も
の
に
つ

い
て
は
「
異
議
〇
〇
〇
〇
`
〇
〇
〇
〇
〇
」
の
よ
う
に
特
許
異
議
の
番
号
を
」

を
削
る
。

様
式
第
五
の
備
考
１
中「

、
特
許
異
議
に
係
属
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
異
議
〇
〇
〇
〇
`
〇
〇
〇
〇
〇
」」

を
削

る
。様

式
第
十
の
備
考
１
中「

、
特
許
異
議
に
係
属
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
異
議
〇
〇
〇
〇
`
〇
〇
〇
〇
〇
」
の
よ

う
に
特
許
異
議
の
番
号
を
」

を
削
る
。

様
式
第
十
四
の
備
考
２
中「「

特
許
異
議
申
立
書
」」

を「「
訂
正
請
求
書
」」

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
中「

、
代
理

人
又
は
特
許
異
議
申
立
人
」

を「
又
は
代
理
人
」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
の
備
考
２
及
び
様
式
第
十
五
の
五
の
備
考
１
中「「

特
許
異
議
申
立
書
」」

を「「
訂
正
請
求
書
」」

に
改
め

る
。様

式
第
十
七
の
備
考
１
中「

第
126条

第
１
項
の
審
判
」

を「
訂
正
審
判
」

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
中「

様
式
第
20（
第
13条
の
２
関
係
）」

を「
様
式
第
20（
第
13条
の
２
、
第
13条
の
３
関
係
）」

に
改

め
、
同
様
式
の
備
考
６
中「

、
様
式
第
４
の
備
考
２
」

を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
７
と
し
、
同
様
式
中
備

考
５
を
備
考
６
と
し
、
同
様
式
の
備
考
４
中「

の
一
に
」

を「
又
は
そ
の
特
許
が
第
13条
の
３
第
１
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
」

に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
５
と
し
、
同
様
式
の
備
考
３
中「

第
13条
の
２
第
４
項
」

の
次
に「（

第
13条
の
３
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
加
え
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
４
と
し
、
同
様
式
中

備
考
２
を
備
考
３
と
し
、
備
考
１
を
備
考
２
と
し
、
同
様
式
に
備
考
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
請
求
の
理
由
の
補
正
の
許
否
の
決
定
の
方
式
等
）

第
四
十
七
条
の
五

特
許
法
第
百
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
決
定
（
以
下
「
補
正
許
否
の
決
定
」
と
い
う
。）は
、
文

書
を
も
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
口
頭
審
理
に
お
い
て
は
、
口
頭
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

補
正
許
否
の
決
定
を
文
書
を
も
つ
て
し
た
審
判
長
は
、
当
該
決
定
書
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
補
正
許
否
の
決
定
を
口
頭
を
も
つ
て
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
補
正
許
否
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
決
定
の
謄
本
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
補
正
許
否
の
決
定
を
口
頭
を
も
つ
て
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
取
消
判
決
が
あ
つ
た
場
合
の
訂
正
請
求
の
申
立
て
）

第
四
十
七
条
の
六

特
許
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
申
立
て
は
、
様
式
第
六
十
三
の
六
に
よ
り
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「
特
許
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」に
、「
同
法
」

を
「
特
許
法
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
五
項
、
第
五
十
条
の
二
及
び
第
五
十
条
の
三
中
「
特
許
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
拒

絶
査
定
不
服
審
判
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
四
中
「
特
許
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
、
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
二
十
六
条
第
一
項

の
審
判
」
を
「
特
許
無
効
審
判
、
延
長
登
録
無
効
審
判
又
は
訂
正
審
判
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
十
四
中
「
特
許
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
審
判
」
を
「
特
許
無

効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効
審
判
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
十
五
第
一
項
中
「
特
許
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
、
第
二
十
五
条
及
び
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
及
び
第
二
十
五
条
」
に
、「
特
許
法
第
百
二

十
六
条
第
一
項
の
審
判
又
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
訂
正
審
判
又
は
特
許
法
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
十
六
中
「
並
び
に
第
四
十
五
条
の
三
及
び
第
四
十
五
条
の
四
」
を
削
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
特
許
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

１
「【
事
件
の
表
示
】」の
欄
は
、
次
の
要
領
で
記
載
す
る
。

イ
「【
出
願
番
号
】」に
は
、「
特
願
〇
〇
〇
〇
`
〇
〇
〇
〇
〇
〇
」
の
よ
う
に
特
許
出
願
の
番
号
を
記
載
す
る
。

ロ
国
際
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
出
願
の
番
号
が
通
知
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、「【
出
願
番
号
】」の

欄
を「【

国
際

出
願
番
号
】」と

し
、「
Ｐ
Ｃ
Ｔ
／
〇
〇
〇
〇
／
〇
〇
〇
〇
〇
」
の
よ
う
に
国
際
出
願
番
号
を
記
載
し
、「【
国
際
出

願
番
号
】」の
欄
の
次
に「【
出
願
の
区
分
】」の
欄
を
設
け
て
「
特
許
」
と
記
載
す
る
。

ハ
審
判
に
係
属
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、「【
事
件
の
表
示
】」の

欄
の
次
に「【

審
判
番
号
】」の

欄
を
設
け
て
、「
不

服
〇
〇
〇
〇
`
〇
〇
〇
〇
〇
」
の
よ
う
に
当
該
審
判
の
番
号
を
記
載
し
、
か
つ
、「【
出
願
番
号
】」に
は
、
出
願

の
番
号
を
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
審
判
の
番
号
が
通
知
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は「【
審
判
番
号
】」を「【

審
判
請
求

日
】」と
し
、
審
判
請
求
を
し
た
年
月
日
を
記
載
す
る
。

ニ
第

13条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
と
き
は
、「【
事
件
の
表
示
】」の

欄
を「【

特
許
番
号
】」と

し
、

特
許
の
番
号
を
記
載
す
る
。
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